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吉田町監査委員告示第１号 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第１９９条第９項の規定により、監査

の結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

平成２７年１月２１日 

 

                     吉田町監査委員 伊藤利勝   

 

                     吉田町監査委員 大塚邦子   

 

 

定 期 監 査 

１ 監査の概要 

⑴ 監査の対象 

<監 査 対 象 等> 

監査対象 所管部署 

ア 吉田中学校 

イ 自彊小学校 

ウ 中央小学校 

エ 住吉小学校 

教育委員会事務局 

同 上 

同 上 

同 上 

⑵ 監査の事項及び範囲 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日までに執行された事務事業 

⑶ 監査の期間及び説明聴取場所 

平成２６年１１月１１日から平成２６年１２月２５日 

<説明聴取年月日等> 

説明聴取年月日 監査の対象 説明聴取場所 

平成 26 年 11 月 18 日 

同 上 

吉田中学校 

自彊小学校 

学校会議室 

同 上 

平成 26 年 11 月 19 日 

同 上 

中央小学校 

住吉小学校 

学校会議室 

同 上 

⑷ 実施した監査手続き 

監査にあたっては、財務に関する事務及び経営に係る事業の管理が法令

に基づいて適正、かつ、効率的に執行されているかに主眼をおき、あらか

じめ指定した監査資料及び掲示のあった関係書類及び関係帳簿を審査する
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とともに校長及び関係職員から説明を聴取するほか、質問その他必要と認

めた監査を実施した。 

 

２ 監査の結果 

各学校についての監査結果は、後述のとおりである。 

なお、軽微な事項についてはそれぞれ、口頭で注意・指導を行った。 

 

(注) 1 文中の金額のうち、千円単位で表示されているものは、単位未満は四

捨五入とした。 

2 比率(％)は、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入し、第 1 位まで

とした。 

 

⑴ 吉田中学校 【指摘あり】 

① 平成 26 年度 学校経営等の計画について 

ア 教育について 

（ア）グランドデザイン 

 （イ）学校教育目標と重点目標 

 （ウ）学校運営構想 

 （エ）吉中未来プロジェクト 

 （オ）年間教育計画 

イ 学校安全指導について 

（ア）学校安全指導 

（イ）交通安全指導 

（ウ）防災対策 

（エ）学校保健統計 

エ 地域との協力 

（ア）吉田中学校健全育成会 

なお、グランドデザインとは学校経営構想：その年度の学校にお

ける教育が目指す姿を端的に示したもので別紙のとおりである。 

 ② 職員数は 78 人(うち、休職 1 人、育休 6 人)である。 
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③ 学級数・生徒数は次のとおりである。 

学年 学級数 生徒数 
 

    男 女 合計 
 

1 9 138 158 296 
 

2 9 145 137 282 
 

3 9 150 145 295 
 

支援 6 7 3 10 
 

合計 33 440 443 883 
 

④ 予算執行状況（歳出）については、次のとおりである。 

  ア 吉田中学校維持管理費(ただし、施設整備は除く) 

 執行額は 17,444 千円で執行率は 45.4％である。主なものは臨時職

員賃金 1,349 千円、特定消耗品費 2,758 千円、教育材料費 781 千円、

修繕料 2,129 千円、電気使用料 3,880 千円、水道使用料 422 千円、医

薬材料費 627 千円、パソコン等保守点検・手数料 474 千円、自動車借

上料 526 千円、複写機借上料 550 千円、備品購入費 1,922 千円である。 

イ 吉田中学校特別支援学級費(ただし、就学奨励費は除く) 

執行額は 69 千円で執行率は 33.4％である。 

⑤ 学校備品管理規程に則って備品管理が行なわれているかについて、簿

冊の確認及び新規購入備品の実査を行なった。 

⑥ 理科準備室における薬品(毒物・劇物)の管理について実地調査を行な

った。薬品(毒物・劇物)は、準備室（理科）にある薬品庫に保管され、

準備室（理科）及び薬品庫は施錠されていた。鍵は担当責任者が保管し

ていた。薬品(毒物・劇物)が保管されていることが扉に明瞭に記されて

いた。また、医薬用外毒物及び劇物 使用管理簿により保管及び使用の

状況が記録されていた。 

⑦ 保健室における薬品管理について実地調査を行なった。 

薬品は薬品管理簿により保管及び使用の状況が記録されていた。 

 

監査の結果、次の指摘事項を除き、財務に関する事務及び経営に係る事

業の管理について、おおむね適正に執行されている。 

 

【指摘事項】 

備品管理について 

学校備品管理規程（昭和 38 年 8 月 16 日教委規程第 3 号）第 16 条に規定

する必要簿冊と異なる簿冊を用いている事例がみられた。従って学校備品
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管理規程に基づいて適正に備品管理が行なわれていたとは認め難い。今後

については規程に基づく必要簿冊を用い、規程との整合性を図るべきであ

る。 

 

⑵ 自彊小学校 【指摘あり】 

① 平成 26 年度 学校経営等の計画について 

 ア 学校経営 

（ア）教育課程構想図 

（イ）学びつくり構想図 

（ウ）学校経営構想 

（エ）グランドデザイン 

イ 防災安全について 

（ア）防災訓練計画 

（イ）学校保健統計 

ウ 地域との協力 

なお、グランドデザインとは学校経営構想：その年度の学校における

教育が目指す姿を端的に示したもので別紙のとおりである。 

② 職員数は 35 人（うち、育休 1 人）である。 

③ 学級数・児童数は次のとおりである。 

学年 学級数 児童数 

    男 女 合計 

1 3 47 32 79 

2 2 34 34 68 

3 2 34 26 60 

4 2 36 22 58 

5 2 24 31 55 

6 2 36 31 67 

支援 2 4 1 5 

合計 15 215 177 392 

④ 予算執行状況（歳出）については、次のとおりである。 

ア 自彊小学校維持管理費(ただし、施設整備は除く) 

執行額は 9,429 千円で執行率は 43.2％である。主なものは臨時職員

賃金 1,408 千円、特定消耗品費 873 千円、修繕料 759 千円、電気使用料

1,285 千円、水道使用料 389 千円、浄化槽点検手数料 1,066 千円、パソ



- 5 - 

 

コン等保守点検・手数料 430 千円、備品購入費 1,398 千円である。 

イ 自彊小学校特別支援学級費(ただし、就学奨励費は除く) 

執行額は 31 千円で執行率は 42.0％である。 

⑤ 学校備品管理規程に則って備品管理が行なわれているかについて、簿

冊の確認及び新規購入備品の実査を行なった。 

⑥ 準備室（理科）における薬品(毒物・劇物)の管理について実地調査を

行なった。薬品(毒物・劇物)は、準備室（理科）にある薬品庫に保管さ

れ、準備室（理科）及び薬品庫は施錠されていた。鍵は担当責任者が保

管していた。薬品(毒物・劇物)が保管されていることが扉に明瞭に記さ

れていた。また、薬品使用記録（簿）により保管及び使用の状況が記録

されていた。 

⑦ 保健室における薬品管理について実地調査を行なった。 

薬品は薬品管理簿により保管及び使用の状況が記録されていた。 

⑧ 通級指導教室（発達障害）について 

通常の学級に在籍する、比較的軽度の障害がある児童に対して、障害

の状況に応じて特別な指導を行うための教室である。教科の学習は通常

の学級で行う。自彊小学校の会議室を改造し、前年度より通級指導教室

として開設したものである。個別に対象児童が保護者同席のもと、週 1

時間の通級指導を受けている。前年度の通級指導教室担当教員は 1 人で

あり、自彊小の教員業務との兼務であったが、平成 26 年度は通級指導教

室担当専任となっており、体制強化が図られている。 

 

監査の結果、次の指摘事項を除き財務に関する事務及び経営に係る事業

の管理について、おおむね適正に執行されている。 

 

【指摘事項】 

備品管理について 

学校備品管理規程（昭和 38 年 8 月 16 日教委規程第 3 号）第 16 条に規定

する必要簿冊と異なる簿冊を用いている事例がみられた。従って学校備品

管理規程に基づいて適正に備品管理が行なわれていたとは認め難い。今後

については規程に基づく必要簿冊を用い、規程との整合性を図るべきであ

る。 

 

⑶ 中央小学校 【指摘あり】 

① 平成 26 年度 学校経営等の計画について 
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ア 学校経営 

（ア）学校経営構想図 

（イ）グランドデザイン 

イ 学校保健統計 

ウ 安全教育 

エ 地域社会との連携 

なお、グランドデザインとは学校経営構想：その年度の学校における

教育が目指す姿を端的に示したもので別紙のとおりである。 

   ② 職員数は 56 人(うち、育休 3 人)である。 

③ 学級数・児童数は次のとおりである。 

学年 学級数 児童数 
 

    男 女 合計 
 

1 4 60 66 126 
 

2 5 87 72 159 
 

3 4 59 54 113 
 

4 4 70 64 134 
 

5 4 68 63 131 
 

6 4 71 53 124 
 

支援 2 5 3 8 
 

合計 27 420 375 795 
 

④ 予算執行状況（歳出）については、次のとおりである。 

 ア 中央小学校維持管理費(ただし、施設整備は除く) 

執行額は 10,720 千円で執行率は 41.4％である。主なものは臨時職

員賃金 1,033 千円、特定消耗品費 1,403 千円、教育材料費 415 千円、

修繕料 861 千円、電気使用料 2,175 千円、水道使用料 563 千円、パソ

コン等保守点検・手数料 430 千円、備品購入費 1,964 千円である。 

イ 中央小学校特別支援学級費(ただし、就学奨励費は除く) 

執行額は 33 千円で執行率は 52.7％である。 

⑤ 学校備品管理規程に則って備品管理が行なわれているかについて、簿

冊の確認及び新規購入備品の実査を行なった。 

⑥ 理科準備室における薬品（毒物・劇物）の管理について実地調査を行

なった。薬品（毒物・劇物）は、理科準備室にある薬品庫に保管され、

理科準備室及び薬品庫は施錠されていた。鍵は担当責任者が保管してい

た。薬品（毒物・劇物）が保管されていることが扉に明瞭に記されてい
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た。また、薬品使用記録簿により保管及び使用の状況が記録されていた。 

⑦ 保健室における薬品管理について実地調査を行なった。 

薬品は薬品管理簿により保管及び使用の状況が記録されていた。 

 

監査の結果、次の指摘事項を除き、財務に関する事務及び経営に係る事

業の管理について、おおむね適正に執行されている。 

 

【指摘事項】 

備品管理について 

学校備品管理規程（昭和 38 年 8 月 16 日教委規程第 3 号）第 16 条に規定

する必要簿冊と異なる簿冊を用いている事例がみられた。従って学校備品

管理規程に基づいて適正に備品管理が行なわれていたとは認め難い。今後

については規程に基づく必要簿冊を用い、規程との整合性を図るべきであ

る。 

 

⑷ 住吉小学校 【指摘あり】 

 ① 平成 26 年度 学校経営等の計画について 

ア 学校経営 

（ア）学校経営構想 

（イ）グランドデザイン 

イ 研修・授業づくり 

ウ 生徒指導・心づくり 

エ 特別活動・活動づくり 

オ 学びづくり 

カ 月別年間教育計画 

キ 学校安全指導 

（ア）安全指導 

（イ）安全管理 

（ウ）非常災害計画 

ク 地域との連携 

ケ 学校保健統計 

なお、グランドデザインとは学校経営構想：その年度の学校における

教育が目指す姿を端的に示したもので別紙のとおりである。 

② 職員数は 42 人(うち、育休 1 人)である。 
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③ 学級数・児童数は次のとおりである。 

学年 学級数 児童数 

    男 女 合計 

1 3 49 35 84 

2 3 55 42 97 

3 3 36 48 84 

4 3 44 45 89 

5 3 56 46 102 

6 4 54 64 118 

支援 3 13 4 17 

合計 22 307 284 591 

④ 予算執行状況（歳出）については、次のとおりである。(ただし、施

設整備は除く) 

 

ア 住吉小学校維持管理費 

執行額は 9,302 千円で執行率は 39.0％である。主なものは臨時職員

賃金 1,381 千円、特定消耗品費 919 千円、教育材料費 361 千円、修繕

料 585 千円、電気使用料 1,812 千円、水道使用料 391 千円、パソコン

等保守点検・手数料 430 千円、備品購入費 1,748 千円である。 

イ 住吉小学校特別支援学級費(ただし、就学奨励費は除く) 

執行額は 32 千円で執行率は 43.3％である。 

⑤ 学校備品管理規程に則って備品管理が行なわれているかについて、簿

冊の確認及び新規購入備品の実査を行なった。 

⑥ 理科準備室における薬品（毒物・劇物）の管理について実地調査を行

なった。薬品（毒物・劇物）は、理科準備室にある薬品庫に保管され、

理科準備室及び薬品庫は施錠されていた。鍵は担当責任者が保管してい

た。薬品（毒物・劇物）が保管されていることが扉に明瞭に記されてい

た。また、薬品使用管理簿及び薬品管理簿により保管及び使用の状況が

記録されていた。 

⑦ 保健室における薬品管理について実地調査を行なった。 

薬品は薬品管理簿により保管及び使用の状況が記録されていた。 

 

監査の結果、次の指摘事項を除き、財務に関する事務及び経営に係る

事業の管理について、おおむね適正に執行されている。 



- 9 - 

 

【指摘事項】 

備品管理について 

学校備品管理規程（昭和 38 年 8 月 16 日教委規程第 3 号）第 16 条に規定

する必要簿冊と異なる簿冊を用いている事例がみられた。従って学校備品

管理規程に基づいて適正に備品管理が行なわれていたとは認め難い。今後

については規程に基づく必要簿冊を用い、規程との整合性を図るべきであ

る。 

 

３ 意 見 (地方自治法第 199 条第 10 項) 

（1）備品管理について 

各学校では、学校備品管理規程（昭和 38 年 8 月 16 日教委規程第 3 号）

第 16 条に規定する必要簿冊と異なる簿冊を用いている事例がみられた。所

管部署である教育委員会事務局においては、学校備品管理規程の改定を含

めて検討し、全校統一化された適正な備品管理が行なわれるよう、全校に

対する指導・監督に努められたい。 

（2）薬品管理について 

各学校における理科準備室の薬品（毒物・劇物）及び保健室の薬品管理

について現在、管理規程がない状態で行なわれていること、また、理科準

備室の薬品（毒物・劇物）による重大な事故が発生してからでは遅いとい

うことを強く意識し、児童・生徒の安全を第一に考え、所管部署である教

育委員会事務局においては、薬品管理規程制定を含めて検討し、全校統一

化された適正な薬品管理が行なわれるよう、全校に対する指導・監督に努

められたい。 
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定 期 監 査 

１ 監査の概要 

⑴ 監査の対象 

 ア 高齢者支援課 

 イ 会計課 

 ウ 町民課 

 エ 議会事務局 

⑵ 監査の事項及び範囲 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日までに執行された事務事業 

⑶ 監査の期間及び説明聴取場所 

平成２６年１１月１１日から平成２６年１２月１９日 

<説明聴取年月日等> 

説明聴取年月日 監査の対象 説明聴取場所 

平成 26 年 11 月 20 日 

同 上 

同 上 

同 上 

高齢者支援課  

会 計 課 

町 民 課 

議会事務局 

本庁 4－3 会議室 

同 上 

同 上 

同 上 

⑷ 実施した監査手続き 

監査にあたっては、財務に関する事務及び経営に係る事業の管理が法令

に基づいて適正、かつ、効率的に執行されているかに主眼をおき、あらか

じめ指定した監査資料及び掲示のあった関係書類及び関係帳簿を審査する

とともに、所属長及び関係職員から説明を聴取するほか、質問その他必要

と認めた監査を実施した。 

 

２ 監査の結果 

各課(局)についての監査結果は、後述のとおりである。 

なお、軽微な事項についてはそれぞれ、口頭で注意・指導を行った。 

 

(注) 1 文中の金額のうち、千円単位で表示されているものは、単位未満は

四捨五入とした。従って、合計金額が一致しない場合がある。 

2 比率(％)は、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入し、第 1 位ま

でとした。 

 

⑴ 高齢者支援課 【指摘なし】 

① 課内組織 

  高齢者福祉部門、介護保険部門の 2 部門で構成されており、所管とし
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て、健康福祉センター、老人福祉センターがある。 

② 職員人数等は次のとおりである。 

管理職(課長)1 人、一般職員 7 人、臨時職員 1 人の合計 9 人である。 

③ 事務事業の執行状況（歳出）については次のとおりである。(ただし、

職員人件費は除く) 

 

◎ 一般会計 

ア 社会福祉総務費 

執行額は 600 千円で、執行率は 21.3％である。全額、福祉介護手

当である。 

イ 老人福祉費 

執行額は 74,524 千円で、執行率は 32.8％である。 

（ア）老人福祉対策費 577 千円で執行率は 34.3％である。 

（イ）敬老事業費 2,567 千円で執行率は 66.8％である。 

（ウ）社会福祉施設管理事業費 30,361 千円で、執行率は 42.3％であ

る。主なものは、健康福祉センター指定管理委託料 10,539 千円、

北区いきいきセンター指定管理委託料 1,927 千円、健康福祉セン

ター総合設備委託料 5,832 千円、相寿園管理組合負担金 11,639 千

円である。 

（エ）老人保護措置費 2,881 千円で、執行率は 40.4％である。 

（オ）高齢者社会参加推進事業 37,719 千円で、執行率は 27.4％であ

る。主なものは、高齢者人材活用センター建設費 30,800 千円、

町老人クラブ活動補助金 2,339 千円、シルバー人材センター運営費

補助金 4,550 千円である。 

（カ）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費 90 千円で、

執行率は 2.9％である。 

（キ）高齢者見守り体制整備事業費 43 千円で、執行率は 5.2％である。

（ク）ひとり暮らし高齢者等対策事業費 285 千円で、執行率は 26.9％  

である。 

ウ 介護保険費 

執行額は 10,000 千円で、執行率は 3.7％である。全額、介護保険事

業会計繰出金である。 

 

◎ 介護保険特別会計 

執行額は 698,044 千円で、執行率は 36.0％である。 
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ア  総務費 

執行額は 24,194 千円で、執行率は 58.0％である。 

（ア）一般管理費 

執行額は 2,790 千円で、執行率は 22.6％である。主なものは、介

護保険制度運営事業費 1,914 千円である。 

（イ）賦課徴収費 

執行額は 525 千円で、執行率は 40.4％である。 

（ウ）介護認定審査会費 

執行額は 20,851 千円で、執行率は 75.0％である。全額、榛原病

院介護認定審査事務運営負担金である。 

（エ）趣旨普及費 

執行額は 27 千円で、執行率は 80.4％である。 

イ 保険給付費 

執行額は 653,049 千円で、執行率は 36.3％である。 

（ア）介護給付費 

ａ 介護サービス等諸費 

執行額は 617,409 千円で、執行率は 36.0％である。主なものは

居宅介護サービス給付費 291,501 千円、地域密着型介護サービス給

付費 33,397 千円、施設介護サービス給付費 227,410 千円、居宅介

護サービス計画給付費 31,448 千円、居宅支援サービス給付費

26,265 千円、居宅介護住宅改修費 2,343 千円、居宅支援サービス

計画給付費 3,063 千円である。 

ｂ 高額介護サービス等諸費 

執行額は 10,100 千円で、執行率は 50.0％である。主なものは高

額介護サービス給付費 8,466 千円、高額医療合算介護サービス給付

費 1,614 千円である。 

ｃ  その他諸費 

執行額は 472 千円で、執行率は 40.7％である。 

d   特定入所者介護サービス等費 

執行額は 25,067 千円で、執行率は 40.4％である。 

ウ 地域支援事業費 

執行額は 19,340 千円で、執行率は 35.7％である。 

（ア）二次予防事業費 

執行額は 1,649 千円で、執行率は 13.2％である。主なものは運動

器の機能向上事業 1,058 千円である。 
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（イ）一次予防事業費  

執行額は 4,818 千円で、執行率は 35.3％である。主なものは運動

器の機能向上事業 3,144 千円、認知症予防事業 1,509 千円である。 

（ウ）包括的支援事業費  

執行額は 11,567 千円で、執行率は 49.5％である。主なものは包

括支援センター運営事業 11,481 千円である。 

（エ）任意事業費 

執行額は 1,305 千円で、執行率は 27.8％である。主なものは配食

サービス事業 417 千円、家族介護支援事業 348 千円である。 

エ 諸支出金 

執行額は 1,462 千円で、執行率は 29.0％である。 

（ア）償還金  

執行額は 1,417 千円で、執行率は 28.8％である。全額、県補助金

等返還金である。 

④ 時間外勤務については 1 人当たり 11.71 時間である。(庁内平均 15.58

時間) 

 

監査の結果、財務に関する事務についてはおおむね適正に執行されてお

り、経営に係る事業の管理についてもおおむね適正に執行されている。 

 

⑵ 会計課 【指摘なし】 

① 職員人数等は次のとおりである。 

管理職(課長)1 人、一般職員 3 人（うち、産休 1 人）の合計 4 人である。 

② 事務事業の執行状況（歳出）については次のとおりである。(ただし、

職員人件費は除く) 

ア 会計管理費 

（ア）出納管理事務費 

執行額は 748 千円で執行率は 35.5％である。主なものは印刷製本

費 340 千円、特定消耗品費 305 千円である。 

③ 時間外勤務については 1 人当たり 34.44 時間と庁内で一番多かった。

(庁内平均 15.58 時間) 

 

監査の結果、財務に関する事務についてはおおむね適正に執行されてお

り、経営に係る事業の管理についてもおおむね適正に執行されている。 
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⑶ 町民課 【指摘なし】 

① 課内組織 

住民窓口部門、国保部門、環境保全部門の 3 部門で構成されている。 

② 職員人数等は次のとおりである。 

管理職(課長)1 人、一般職員 14 人、臨時職員 11 人の合計 26 人であ

る。その他、行政サポーター2 人がいる。 

③ 事務事業の執行状況（歳出）については次のとおりである。(ただし、

職員人費は除く) 

 

◎ 一般会計 

ア 戸籍住民基本台帳費 

（ア）戸籍住民基本台帳事務費  

執行額は 10,118 千円で、執行率は 28.8％である。主なものは臨時

職員賃金(3 人)2,534 千円、住民ネットワークシステム委託料 1,323 

千円、戸籍電算事務委託料 2,735 千円、総合証明自動交付機借上料

2,976 千円である。 

イ 保健衛生総務費 

（ア）吉田町牧之原市広域施設組合負担金(火葬場費） 

執行額は 4,937 千円で、執行率は 36.7％である。 

ウ 環境衛生費 

執行額は 171,762 千円で、執行率は 34.3％である。 

（ア）環境衛生推進事業費 

執行額は 966 千円で、執行率は 42.7％である。 

（イ）環境保全費 

執行額は 4,392 千円で、執行率は 40.5％である。主なものは臨時

職員賃金(5 人)3,394 千円である。 

（ウ）吉田町牧之原市広域施設組合負担金（し尿処理費） 

執行額は 28,298 千円で、執行率は 31.4％である。 

（エ）吉田町牧之原市広域施設組合負担金（ごみ処理費）  

執行額は 137,748 千円で、執行率は 34.9％である。 

エ 老人保健事業費 

執行額は 155,480 千円で、執行率は 64.9％である。 

（ア）後期高齢者医療事業事務費 

執行額は 155,359 千円で、執行率は 64.9％である。主なものは療

養給付費負担金 147,901 千円、後期高齢者医療広域連合負担金 5,519
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千円である。 

 

◎ 国民健康保険事業特別会計 

執行額は 1,232,012 千円で、執行率は 40.8％である。 

ア 総務費  

執行額は 5,958 千円で、執行率は 35.4％である。 

（ア）一般管理費 

執行額は 3,488 千円で、執行率は 28.7％である。主なものは臨時

職員賃金(2 人)493 千円、電算処理委託料 2,412 千円である。 

（イ）賦課徴収費 

執行額は 1,654 千円で、執行率は 50.5％である。 

（ウ）国保連合会負担金 

執行額は 724 千円で、執行率は 66.6％である。 

（エ）運営協議会費 

執行額は 92 千円で、執行率は 29.4％である。 

イ 保険給付費 

執行額は 841,888 千円で、執行率は 43.8％である。 

（ア）一般被保険者療養給付費 

執行額は 656,410 千円で、執行率は 43.2％である。 

（イ）退職被保険者等療養給付費 

執行額は 61,176 千円で、執行率は 37.5％である。 

（ウ）一般被保険者療養費 

執行額は 6,758 千円で、執行率は 46.9％である。 

（エ）審査支払手数料  

執行額は 1,938 千円で、執行率は 47.7％である。 

（オ）一般被保険者高額療養費  

執行額は 96,767 千円で、執行率は 53.7％である。 

（カ）退職被保険者等高額療養費  

執行額は 10,556 千円で、執行率は 56.8％である。 

（キ）出産育児一時金  

執行額は 7,140 千円で、執行率は 43.6％である。 

（ク）その他保険給付費  

執行額は 1,143 千円で、執行率は 29.3％である。主なものは、退

職被保険者療養費 669 千円、葬祭諸費 450 千円である。 

ウ 後期高齢者支援金等  
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執行額は 161,328 千円で、執行率は 41.7％である。 

エ 前期高齢者納付金等 

執行額は 134 千円で、執行率は 43.5％である。 

オ 老人保健拠出金 

執行額は 14 千円で、執行率は 91.3％である。 

カ 介護納付金  

執行額は 74,323 千円で、執行率は 41.3％である。 

キ 共同事業拠出金  

執行額は 134,870 千円で、執行率は 41.1％である。 

（ア）高額医療費拠出金  

執行額は 24,160 千円で、執行率は 40.7％である。 

（イ）保険財政共同安定化事業拠出金  

執行額は 110,710 円で、執行率は 41.2％である。 

ク 保健事業費  

執行額は 4,957 千円で、執行率は 16.5％である。内訳は特定健康

診査等事業費 1,744 千円、保健事業活動費 3,213 千円である。 

ケ 諸支出金 

執行額は 8,539 円で、執行率は 24.2％である。主なものは、一般

被保険者保険税還付金 1,257 千円、償還金 7,240 千円である。 

 

◎ 後期高齢者医療事業特別会計 

執行額は 42,336 千円で、執行率は 19.6％である。主なものは後期高齢

者医療広域連合納付金 42,072 千円である。 

 

④ 時間外勤務については 1 人当たり 9.14 時間である。(庁内平均 15.58 

時間) 

 

監査の結果、財務に関する事務についてはおおむね執行されており、経

営に係る事業の管理についてもおおむね適正に執行されている。 

 

⑷ 議会事務局 【指摘なし】 

① 職員人数等は次のとおりである。 

管理職(局長)1 人、一般職員 2 人の合計 3 人である。 

② 事務事業の執行状況（歳出）については次のとおりである。(ただし、

職員人件費は除く) 
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ア 議会費 

執行額は 39,912 千円で執行率は 52.1％である。 

（ア）議会運営費 

執行額は 38,121 千円で執行率は 52.9％である。主なものは議員

報酬 18,416 千円、議員期末手当（6 月期）5,155 千円、議員共済費

14,033 千円である。 

（イ）議会調査活動費 

執行額は 1,791 千円で、執行率は 39.2％である。主なものは議会

だより印刷費 1,024 千円である。 

イ 監査委員費 

執行額は 207 千円で、執行率は 18.8％である。主なものは監査委員

報酬（４月～6 月分）188 千円である。 

③ 時間外勤務については 1 人当たり 12.85 時間であった。(庁内平均

15.58 時間) 

 

監査の結果、財務に関する事務についてはおおむね執行されており、経営

に係る事業の管理についてもおおむね適正に執行されている。 

 

 


